
重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会の概要（Ｒ２.４.20 設立） 
 

１ 目的 

愛媛県及び関係市町が一体となって、重信川サイクリングロードの魅力向上に取り組み、

サイクリングの裾野拡大及びその周辺地域の活性化を図ることを目的とする。 
 
２ 実行委員会の事業 

（1）サイクリングの裾野拡大と重信川サイクリングロードの利用促進に関すること。 

（2）重信川サイクリングロードを活用した周辺地域の活性化に関すること。 

（3）重信川サイクリングロードの利便性の向上に関すること。 

（4）その他、自転車新文化の普及・拡大に関すること。 
 
３ 実行委員会の組織 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局：中予地方局地域政策課）※必要に応じてワーキンググループを設置 
 
４ 県・市町の役割分担 

県 実行委員会の運営、各事業の企画・実施、各事業の広報 

市町 実行委員会運営への協力、各事業の企画・実施、各事業の広報 
 
５ Ｒ８開催（予定） 

〇４月 22日：総会及び企画運営部会（第１回）＜Ｒ７事業・決算報告、Ｒ８事業計画・収支予算（案）＞ 

〇９月下旬 ：企画運営部会（第２回）＜Ｒ９事業計画（案）＞ 

〇３月上旬 ：企画運営部会（第３回）＜Ｒ８事業報告・収支決算（見込）、Ｒ９事業計画・収支予算（案）＞ 

 

【参考】Ｒ７開催実績 

 

4/24 ○重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会総会及び企画運営部会（第１回） 

10/8 
〇重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会企画運営部会（第２回） 

協議内容：令和８年度事業について 等 

3/11 
〇重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会企画運営部会（第３回） 

協議内容：令和７年度事業報告について 等 

〔役割〕 実行委員会の基本方針の決定、事業計画及び予算等の審議・承認 

〔委員〕 中予地方局長（会長）、松山市、東温市、松前町、砥部町の 

各関係部長等 

〔役員〕 会長１名、副会長１名、監事１名 

重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会 

 

〔役割〕  基本方針等、事業計画案及び予算案等の検討 

個別事業の企画・実施 

〔構成員〕 中予地方局地域産業振興部長（会長）、 

同地域政策課長（副会長）、同建設企画課長 

関係市町自転車施策担当課長（ソフト関係） 

関係市町自転車道担当課長（ハード関係） 

重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会 

企画運営部会 

 

重信川サイクリング 

ロード活用推進協議会 

（令和元年５月設置） 

移行 


